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食材料費の適正な取扱いについて

〇 運営規程に食材料費の額を定める

〇 内容や費用について利用者に説明し、同意を得る

⇒ 適正な管理が求められています！

食材料費の取扱い



食材料費の適正な取扱いについて

利用者から徴収した食材料費について、利用者の食事のために適切に支出

しないまま、残額を他の費目に流用することや、事業者の収益とすること

は、条例で定める指定基準への違反に該当するものと考えられます。

注意喚起



食材料費の適正な取扱いについて

残額が生じた場合には、精算して利用者に残額を返還することや、利用者

の今後の食材料費として支出することなどにより、適正に取り扱ってくだ

さい。

適正な取扱い



食材料費の適正な取扱いについて

〇収支について利用者から求められた場合には、適切に説明を行う必要が

あります。

〇不適切な徴収は、「経済的虐待」に該当する可能性があります。

〇光熱水費・日用品費についても、これに準じた対応をお願いします。

その他の注意事項


